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１．組　織　概　要

●

●

ＴＥＬ ０５４４－２６－００１０

ＦＡＸ ０５４４－２４－５２３２

Ｅ-ｍａｉｌ

ＴＥＬ ０５４５－６１－５９９３

●

● ：清　　英基

：齊藤　一浩

● 土木工事業、建築工事業

●

（般－３）

●

●

● 全組織・全活動

●

所 在 地

（特－３０） 第２６０８号

富士事業所 〒４１６－８５３０

静岡県富士市蓼原６００番地

info@ooishigumi.co.jp

昭和２８年　７月２０日創業

昭和４２年　６月　１日設立

第55期

2020.11～2021.11

352

1,028

661

24

第54期

2019.11～2020.10

事務所床面積 ㎡

売　　上　　高

人

1,443

静岡県知事登録

管工事業　　機械器具設置工事業　　解体工事業

2021.11～2022.10

（４）第４１６７号　　㈱大石組一級建築士事務所

661

27

352

第56期

661

４，５００万円

事 業 年 度

倉 庫 床 面 積

活動規模 単位

352㎡

１１月　１日　～　翌年１０月３１日

従　　業　　員

管 理 責 任 者 及 び

事 業 規 模

事 業 内 容

対 象 範 囲

百万

28

1,304

第２６０８号

資材置場

資 本 金

〒４１８－００７３本社

株式会社　大石組

静岡県富士宮市弓沢町６３５番地

代表取締役　　清　哲也

事 業 所 名 及 び

代 表 者 名

建 設 業 許 可 業 種

静岡県富士宮市弓沢町９７３番地

担 当 者

鋼構造物工事業　　鉄筋工事業　　舗装工事業　　

土木工事業　　建築工事業　　大工工事業　とび・土工工事業

事 務 局 担 当 者

管 理 責 任 者

会 社 設 立

内装仕上工事業　　建具工事業　　水道施設工事業

静岡県知事許可
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２．環　境　経　営　方　針

制定年月日：2017年4月1日

株式会社大石組

代表取締役　清　哲也

地域社会への貢献、ボランティア活動への参加等を積極的に行います。

全従業員にこの環境経営方針を伝え、周知徹底を図ります。

（２）

廃棄物の３Ｒ（減量・再使用・再生利用）の推進

水の使用量の削減

環境に配慮した施工

事業活動では、環境負荷低減と環境改善のため次の取り組みを行います。

【企業理念】

【環境経営方針】

４． 環境啓発活動と環境改善の実施を継続的に行います。

（１）

（３）

（１） 二酸化炭素排出量の削減（燃料使用量・電気使用量）

（２）

　株式会社大石組は、“『誠心・誠意』事に当たる”を社是とし、世界文化遺産となった富士山
の構成資産である富士山本宮浅間大社のまち、富士宮市に昭和２８年に創業した総合建設
会社です。
　われわれは、建設業としての事業活動が直接的・間接的に地球環境問題に及ぼす影響を
深く認識し、この自然豊かな風土を守り、後世に残して行くために全従業員心を一つにし、環
境保全・環境負荷削減に『誠心・誠意』取り組んでまいります。

社内外に環境経営レポートを継続的に公開します。

２． 環境関連法、条例および規制等を遵守します。

３．

（４）

１．
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３．実　施　体　制

全体の評価と見直し

環境管理システムの構築、運用、維持、管理

代表取締役
清　　哲也

エコアクション21に関する代表責任者

役割・責任・権限推　進　役　職

現場部門長

稲葉　英治

環境経営方針の制定、環境経営目標及び計画の承認

環境管理責任者の任命

協 力 会 社富士事業所

事務部門

必要な資源（人材・設備・資金）の準備

経営における課題とチャンスの明確化

環境事務局

齊藤　一浩

清　英基

環境管理責任者

環境経営レポートの作成

環境方針の確認、理解

環境活動計画の実施

環境経営目標及び環境活動計画の実施及び運用管理

環境関連法規等の確認

代表者への報告

環境経営目標及び環境活動計画案の策定

取組に必要なデータの取りまとめ

環境関連法規等の取りまとめ

文書の作成、記録管理

エコアクション21の環境活動への協力

現場における環境活動計画の実施

予防、是正処置の実施

環境教育、訓練及び緊急対策の実施

事務局への報告及びデータ提供

環境管理責任者
清　　英基

清　　哲也

代表取締役

協　力　会　社

全 従　業　員

各部門長･各部門

環境事務局
齊藤　一浩

5



４．環境経営目標と実績及び評価

Ⅰ．環境経営目標と運用実績

削減率 目標値 削減率 目標値 削減率 目標値

kg-
Co2

99,311 -3.5% 95,835 -4.0% 95,339 -4.5% 94,842 96,332 68,075 ○

電気使用量 kwh 68,041 -3.5% 65,660 -4.0% 65,319 -4.5% 64,979 66,000 45,987 ○

ガソリン ℓ 18,152 -3.5% 17,517 -4.0% 17,426 -4.5% 17,335 17,607 11,720 ○

軽　 油 ℓ 7,767 -3.5% 7,495 -4.0% 7,456 -4.5% 7,417 7,534 6,660 ○

灯   油 ℓ 2,354 -3.5% 2,272 -4.0% 2,260 -4.5% 2,248 2,283 696 ○

Ｌ Ｐ Ｇ kg － 2.01 2.07 ×

m3 210 -3.5% 203 -4.0% 202 -4.5% 201 204 122 ○

t － － 0.10 －

t 4,104 -3.5% 3,960 -4.0% 3,940 -4.5% 3,919 3,981 3,225 ○

t 0.6 -3.5% 0.57 -4.0% 0.57 -4.5% 0.56 0.57 0.343 ○

－ － 2件 3件 ○

－ － ○

・化学物質の使用はありません

・二酸化炭素排出係数は＜0.457ｋｇ-CO2/kwh＞を使用（2022年東京電力の数値）

環境に配慮した施工

工期短縮1件
無災害に努めた
環境に配慮した建設機械を使用した
再生資材の使用をした
仕様書通りの施行を行った

目標値

第56期

2021.11～2022.10

判定実績

社会貢献 地域貢献･ボランティア活動を積極的に行う

工期短縮1件
無災害に努める
環境に配慮した建設機械の使用するよう努める
再生資材(砕石･舗装材)を使用する等創意工夫に努める
仕様書通りの施工の実施

第59期

2024
2024.11～2025.10

目標数値は定めず、今後も削減に努めます

目標数値は定めず、今後も削減に努めます

実　績

二酸化炭素排出量

コピー用紙

項　　　目

水使用量

一般廃棄物

産業廃棄物

第58期第57期

2023
2023.11～2024.10

2022
2022.11～2023.10

基準値

第53期
2018.11～
　　2019.10

目　標

6



５．環境経営計画及び評価
2021.11～2022.10

① 未使用時の消灯 ○

② 空調温度管理（夏28℃･冬20℃） ○

③ エアコンフィルターの清掃 ○

④ 使用しないＯＡ機器の電源ＯＦＦ ○

① エコドライブ ○

② 車両日報による燃料調査 ○

③ 車両の整備 ○

① 両面コピー ○

② ミスプリントの防止 ○

③ 裏紙利用 ○

④ ゴミ分別 ○

① 廃棄物の分別化と適正管理 ○

② 仮設資材、用具の再資源化 ○

① 節水の実施 ○

② 漏水の定期点検 ○

① 飛散防止ネット、防音シートの使用 ○

② ＬＥＤライトの使用 ○

③ 低燃費重機等の使用 ○

④ 再生資材の使用 ○

⑤ 無災害の工事施工 ○

⑥ 工期短縮 ○

① 会社周辺の清掃活動 ○

② 現場での地域貢献活動 ○

③
建設組合･協会での地域ボランティア
活動への参加

○

① 環境教育の実施 本社会議を活用 ○

② 安全パトロールの実施 ○

③ 現場の視察･建設状況の把握 ○

④ 安全大会の実施 ○

① 緊急時の対応訓練の実施 連絡体制の確認 ○
･緊急時の連絡体制の確認をした。
･訓練結果の反省点を全社員で話し合
い、周知させた。

継続

① 環境コミュニケーションの実施 本社会議を活用 ○

･月に1回、全社員が参加する会議で話
し合い、意見交流を行った。
･会社に苦情等の連絡を受け、直ちに対
処した。

継続

裏紙利用の徹底と分別
の徹底

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟと車両整
備

分別の徹底と再資源化
の促進

節水の徹底と管理

室温管理

・現場に周知徹底した。

・節水シールを貼り、節水に努めた。
・漏水点検については異常ありませんで
した。

・月２回の清掃活動を継続実施してい
る。
・ボランティア活動へは毎回参加してい
る。

継続室温管理は徹底できた。

継続

継続

継続

･環境配慮型の建設機械を使用した。
･再生資材を使用した。
・施工していく中で施工内容の見直しや
施工提案をするなどを実施した。
・無事故･無災害の意識を向上させる。
・工期短縮に努めた。

水使用量の削減

緊急時の対応訓練

廃
棄
物
の
削
減

産業廃棄物

一般廃棄物

社会貢献

環境に配慮した施工

活　　動　　項　　目

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

電　　　気

取 組 項 目

ガ ソ リ ン

室内温度管理（冬期のみストーブ使用）①灯　　　油

･全社員が参加する会議を活用し、意識
向上に努めた。
･現場視察をすることで、工事が滞ること
なく出来ているか等を確認した。
・年に1回の協力会社と合同会議の実施

継続

安全な施工体制の確認

次年度
取　組

判定

継続

継続

○

取組評価活動計画

節電の徹底

継続

継続

・未使用の照明は意識して消した。
・エアコンの設定温度と消灯について
は、シールを貼り周知徹底できた。
・フィルター清掃を実施した。
・ＯＡ機器の電源ＯＦＦは徹底できた。

・エコドライブと車両整備の徹底はでき
た。
・燃料調査は継続実施している。
・車両日報を活用することで一人一人が
より意識するようになった。

・裏紙利用を重点に、コピー用紙の削減
に努めた。
･意識してミスプリントの防止に努めた。
・ゴミ分別と削減に努めた。

清掃活動

使用と徹底の促進
創意工夫した施工提案と
実施

環境
コミュニケーション

現場視察

道路の安全と点検

環境教育

7



６．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反･訴訟等の有無

Ⅰ．環境関連法規の遵守状況

法規・条例・規制 条項 規制内容 遵守事項 責任者
遵守
状況

確認日

第3条の1 廃棄物の運搬、処分等の委託基準 廃棄物の減量と適正な処分
環境管理責任者

環境事務局
○ 2022年10月31日

産業廃棄物保管場所への掲示板の
設置

周囲に囲いを設ける
見やすい箇所に掲示板を設け、表示する

環境管理責任者
環境事務局

○ 2022年10月31日

廃棄物の悪臭・飛散・地下浸透防止 保管場所での環境被害防止
環境管理責任者

環境事務局
○ 2022年10月31日

マニフェスト伝票の交付･保管 都度、伝票の発行と5年間の保管
環境管理責任者

環境事務局
○ 2022年10月31日

マニフェスト伝票の交付状況報告 紙マニフェストは6/30迄に県知事に報告
環境管理責任者

環境事務局
○ 2022年10月31日

電子マニフェストの利用 処分後速やかに登録と報告
環境管理責任者

環境事務局
○ 2022年10月31日

処理業者との委託契約 契約書の締結
環境管理責任者

環境事務局
○ 2022年10月31日

第12条の9･10 多量排出事業者の届出
処理計画及び実施状況の報告
6/30迄に県知事に提出

環境管理責任者
環境事務局

○ 2022年10月31日

静岡県産業廃棄物の
適正な処理に関する条例

第10条 産業廃棄物の適正な処理 運搬、処理の実施状況の確認と記憶保存
環境管理責任者

環境事務局
○ 2022年10月31日

第10条 対象工事の届出 工事の着手7日前迄に知事に提出 現場管理者 ○ 2022年10月31日

第12条
対象建設工事に関わる事項の
説明等

分別解体等の計画等を発注者に書面交付し説明 現場管理者 ○ 2022年10月31日

第16条
特定建設資材廃棄物の
再資源化の義務付け

建築発生土、木材、コンクリート塊、等の
再資源化を実施

現場管理者 ○ 2022年10月31日

第18条 発注者に報告
工事完了後記録の作成、発注者への報告
（クレダスによる報告）記録保存

現場管理者 ○ 2022年10月31日

騒音規制法 第14条
指定地域内による特定建設作業の
届出（バックホウ･ブルドーザ）

作業開始7日前迄に市町村に提出 現場管理者 ○ 2022年10月31日

振動規制法 第14条
指定地域内による特定建設作業の
届出（ブレーカー・杭打機）

作業開始7日前迄に市町村に提出 現場管理者 ○ 2022年10月31日

第58条 過積載の防止 過積載をしない 現場管理者 ○ 2022年10月31日

第62条 整備不良車輌の運転の禁止 作業開始点検を行う 現場管理者 ○ 2022年10月31日

第77条 道路の使用許可
道路工事又は作業を行う場合の所轄警察署長の
許可申請の提出

現場管理者 ○ 2022年10月31日

道路法 第32条 道路占用の許可
継続して道路を使用する場合の道路管理者の
許可を取得

現場管理者 ○ 2022年10月31日

家電リサイクル法 第1条
指定家電の処分
（テレビ・冷蔵庫・エアコン）

適正処理 現場管理者 ○ 2022年10月31日

自動車リサイクル法 第73条 社用車の廃棄処分 適正処理 現場管理者 ○ 2022年10月31日

浄化槽法 第43号 浄化槽の法定点検・保守点検
年1回の法定点検を行う
年3回の保守点検・清掃を行う

環境管理責任者
環境事務局

○ 2022年10月31日

フロン排出抑制法 第16条
第一種特定機器の自身での
簡易点検

3ヶ月に1回以上の点検を行う
記録は、フロン類引渡完了日から３年間保管

環境事務局 ○ 2022年10月31日

Ⅱ.違反･訴訟等の有無

関係機関からの指摘･訴訟等もありませんでした。

第12条の3

建設リサイクル法

道路交通法

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
(廃棄物処理法)

第12条の5

第12条の2
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７．緊急事態の訓練･実施結果

No 災害内容 実施日 訓練参加者 実施結果

1
スリップによる
車両事故の発生

9月20日
事務員
営業部
現場管理者

連絡先の再度周知を徹底し
た。また、車両点検をし、早
期のスタッドレスタイヤの交
換を促した。

2 火災発生 5月27日
事務員
営業部
現場管理者

消火器の使用期限の確認を
し、期限切れの物は処分し
た。ガス栓の確認をし、危機
管理能力を高めた。

予防策

・通勤･退勤時間帯の運転の仕方について見直しするよう指示

・予定時間より常に早めの行動を心がけ、心のゆとりを持たせるよう心がける

･天候･運転する時間帯に応じてのライトの使用を呼びかけ

・前方の車との間隔を適正に空けるよう指示し、危険な運転をしないよう指示

･車に異変等を感じた場合は、直ちに修理･点検に出すよう指示

･仕事中･出勤前に体調の変化･不調があった場合は休憩、又は休むよう全従業員に指示

・毎日､乗車する前に自己点検をするよう指示

・電力削減を心がけるよう呼びかけ

･電子機器のオンオフの切替えをするよう指示

・消火器の消費期限の確認を各自把握するよう指示

・災害発生時の連絡先の確認
・消火器・AEDの設置場所確認
・ガス栓のガス漏れ等の点検

訓練内容

・負傷者の生存・救助確認
・災害発生時の連絡先の確認
・車両点検

9



８．緊急時の体制及び対応

Ⅰ．緊急時の連絡体制

・作業現場等で災害や事故が発生した場合、 富士宮警察署

　現場責任者は速やかに右欄の関係機関と、 ０５４４－２３－０１１０

　下欄の災害対策本部に連絡をする。

消防本部　中央消防署

０５４４－２６－５１１９

富士宮市立病院

０５４４－２７－３１５１

富士労働基準監督署

０５４５－５１－２２５５

東京電力

0120-995-007／055-915-5006

オブリック㈱

０５４４－２４－２２１１

富士宮市　水道業務課

０５４４－２２－１１７８

NTT西日本ビジネスフロント㈱

０１２０－９２８－８７３

Ⅱ．対応と対策

事前の対策

･避難訓練

･情報収集と予測

･災害内容の予測

・KY活動の実施

・安全訓練の実施

・安全教育の実施

・KY活動の実施

・安全訓練の実施

・安全教育の実施

･消化器の設置

・KY活動の実施

・安全訓練の実施

・安全教育の実施

・KY活動の実施

・安全訓練の実施

・安全教育の実施

･環境教育の実施

　　　　　 ※ＫＹ活動とは、危険予知活動の意味

環境問題の発生
②二次災害防止のための対応

③関係機関への報告

④情報収集と今後の対応と検討

①消防署への連絡

②初期消火活動の実施

③作業員への避難指示

④状況報告と再発防止策の検討

①状況に応じて作業員への避難指示

①負傷者の救護

②救急等関係機関への連絡

③状況報告と再発防止策の検討

交通事故の発生

火災等の発生

自然災害の発生

②救急等関係機関への連絡

①負傷者の救護

⑤情報収集と今後の対応の検討

④関係機関への報告

③作業員の安全な場所への移動

②二次災害防止のための対応

①作業員の安否確認と安全確保

労働災害の発生
③現場の保存

④状況報告と再発防止策の検討

労基署

病　院

消防救急

警察署

災害内容 対応

災害対策本部
株式会社　大石組

０５４４－２６－００１０
対策本部長：清　哲也

電　話

水　道

ガ　ス

電　気

災害･事故発生!!
連絡者：各現場責任者

10



９．環境教育の計画･実施

No. 環境教育計画名称 対象者 講師名 実施日 教育･訓練内容

1 環境管理責任者 11月15日

前期の目標値に達成できなかった
2点の反省点･改善点を話し合っ
た。また、今期の目標値を達成で
きるよう社員に指示した。

2 環境管理責任者 5月16日

上半期の実際の数値を確認した。前
回の反省点を再確認し、削減できる
よう社員に指示した。また、改善して
いる点を現場ごと意見を出し合い意
見交換をした。

3 環境管理責任者 10月17日
年間目標で達成できなかった点を
話し合った。反省点や改善策の実
施状況を確認した。

4 安全パトロール
環境管理責任者
パトロール隊

12月6日
3月8日

9月13日

無事故･無災害の徹底の呼びか
けを行った。事故になり得るヶ所を
見つけ監督者に即時改善するよう
指示した。

5 現場視察 環境管理責任者 毎月26日前後

現場の進行状況の確認を行った。
作業員や監督者とのコミュニケー
ションを図り、今後の現場状況等
を話し合った。

6 安全大会
全社員

協力会社
環境管理責任者 1月26日

無事故･無災害の徹底
現場で起こりやすい事故やヒヤリ
ハットを出し合い、それに向けた改
善点･意見を討論した。

環境活動教育

全社員
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１０．取組状況

電　　　気① 未使用時の消灯の呼びかけ 電　　　気② 空調温度管理

一般廃棄物③ 裏紙利用 水使用量削減① 節水の呼びかけ

一般廃棄物④ ゴミの分別（PB・アルミ缶） 一般廃棄物④ ゴミの分別（古紙）

一般廃棄物④ 機密文書等の回収 社会貢献 会社周辺の清掃活動
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社会貢献 ボランティア活動 緊急対応 防災倉庫の設置

緊急対応訓練 車両点検 緊急対応訓練 消火器点検

環境教育活動 安全パトロール 環境教育活動 現場視察
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１１．代表者による全体の評価と見直し・指示

評 価 日 ： 2023.1.20

評 価 者 ：  代表取締役　　清　哲也　　

Ⅰ．代表者による確認と見直し

1  環境目標の実績について

2  環境活動計画の取組結果について

3  環境関連法規の遵守について

Ⅱ．代表者による内容の変更等

指　　示　　事　　項

1  環境経営方針

2  環境経営目標 LPGの目標数値を2.07にする。

3  環境活動計画及び環境経営システム等

4  その他

Ⅲ．代表者による評価

エコアクション２１の認証を受けてから６年になり、弊社の社内環境も随分と変化しました。定年退職、一部自己都
合による従業員数の減少、新型コロナウイルス感染症により、期内受注に影響はあったものの、先期の繰り越し
の工事のおかげもあり、売上高、利益ともに先期を上回りました。
第５６期の環境経営目標と実績及び評価として全体的な二酸化炭素排出量は確実に減少しております。ガソリン
については人員の減少はしたが、車両数は減らしておらず、現場車両のリース化による車両管理の徹底により大
幅な使用量の削減ができた。他の項目も同様減少した項目については徹底した管理による環境に対する意識の
向上の表れである。
電気使用量、軽油、産業廃棄物については現場の仕事量による増加の原因である。
引き続き削減に努めていきたい。

有　･　無

有　･　無

有　･　無

概ね目標は達成できた。

継続して取り組む。

遵守できている。

項　　　　　　　目

項　　　　　　　目

確　　　　　　認

変更の有無

有　･　無

14


